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都道府県知事

指定都市市長

中核市市長

殿

「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」の

一部改正について

老発0329第3号

平成24年3月29日

特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱いについては、「特別養護

老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」(平成 12年3月10

日老発第188号厚生省老人保健福祉局長通知)において示しているとこ

ろであるが、今般、当該通知の一部を別添のとおり改正し、平成24年4

月1日より適用することとしたので、御了知の上、貴管内関係機関及び各

施設に対し、周知徹底を図るとともに、その取扱いについて遺憾のないよ

う指導願いたい。
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0 「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」
各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて

標記については、平成12年4月1日から介護保険制度が実施されることとな

リ、特別養護老人ホーム等においては現行の措置費から介護報酬に移行される
ことに伴い、平成Ⅱ年度末時点における繰越金及び引当金並びに平成12年度以

降における運営費等について、次のように取り扱うこととしたので、了知の上、

貴管下関係機関及び各施設に対し周知徹底を図るとともに、その取扱いに当た
つて遺憾のないよう指導願いたい。

なお、本件の取扱いにつ.いては、社会・援護局と協議済であることを念のた
め、申し添える。
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第1 平成Ⅱ年度末時点において生じた繰越金等の取扱い
1 対象施設にづいて

対象と・なる施設は、老人福祉法(昭和38年法律第i33号)第20条の 5に
規定する特別養護老人ホームであって、平成Ⅱ年度末までに開所した施設
とする。

2 対象経費について

対象となる経費は、「社会福祉法人経理規程準則」(昭和51年1月31日

付社施第25号社会局長・児童家庭局長連名通知の別紙1)第35条に定める
平成Ⅱ年度決算報告書の当該特別養護老人ホームに属する施設会計貸借対
照表中、繰越金(前期繰越金及び当期繰越金をいう。)及び引当金(人件
費引当金、修繕引当金及び備品等購入引当金をいう。)(以下「繰越金等」
という。)とする。

3 繰越金等に関する取扱いについて

繰越金等の一部については、長期的に安定した事業運営を確保するため、
将来発生が見込まれる経費に対処する財源として引き当てられていたこと

も考慮し、次の取扱いによること。
なお、移行時の具体的な会計処理については、「指定介護老人福祉施設

等会計処理等取扱指導指針」(平成12年3月10日付老計第8号老人福祉計

画課長通知。以下「指導指針」という。)の第3により行うものとする。

改正後

(平成12年3月10日老発第188号)
厚生省老人保健福祉局長通知

標記については、平成12年4月1日から介護保険制度が実施されることとな

リ、特別養護老人ホーム等においては現行の措置費から介護報酬に移行.される
ことに伴い、平成Ⅱ年度末時点における繰越金及び引当金並びに平成12年度以

降における運営費等について、次のように取り扱うこととしたので、了知の上、
貴管下関係機関及び各施設に対し周知徹底を図るとともに、その取扱いに当た
つて遺憾のないよう指導原頁いたい。

なお、本件の取扱いについては、社会・援護局と協議済であることを念のた
め、申し添える。

第1 平成H年度末時点において生じた繰越金等の取扱い
1 対象施設について

対象となる施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に

規定する特別養護老人ホームであって、平成Ⅱ年度末までに開所した施設
とする。

2 対象経費について

対象となる経費は、「社会福祉法人経理規程準貝山(昭和51年1月31日

付社施第25号社会局長・児童家庭局長連名通知の別紙1)第35条に定める

平成Ⅱ年度決算報告書の当該特別養護老人ホームに属する施設会計貸借対
照表中、繰越金(前期繰越金及び当期繰越金をいう。)及び引当金(人件

費引当金、修繕引当金及び備品等購入引当金をいう。)(以下「繰越金等」
という。)とする。

3 繰越金等に関する取扱いについて

繰越金等の一部については、長期的に安定した事業運営を確保するため、
将来発生が見込まれる経費に対処する財源として引き当てられていたこと

も考慮し、次の取扱いによること。

なお、移行時の具体的な会計処理については、「指定介護老人福祉施設

等会計処理等取扱指導指針」.(平成12年3月10日付老計第8号老人福祉計

画課長通知)(以下「指導指針」という。)の第3により行うものとする。
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(1)繰越金等の取扱い
繰越金等については、指定介護老人福祉施設としての事業を開始する

会計年度(以下「介護保険会計年度」という。)の初日をもって、指導
指針の第3に定める調整を行い、調整後の額を移行時特別積立金(以下
「積立金」という。)として計上するとともに、積立金と同額の現預金

を他の現預金と区別し、移行時特別積立預金(以下「積立預金」という。)
として計上すること。

また、調整に当たっては、次の事項に留意すること。

なお、積立預金は、預貯金など元本が保証される安全確実な方法にて、

施設ごとに管理すること。

ア繰越金等のうち、指導指針の第3に定める「移行時の減価償却の取

扱い」により、施設の開所時から平成Ⅱ年度末までの減価償却費の累

計額(当該累計額に対応する国庫補助金等の額を控除した額どする。

以下同じ。)を算出し、この経費に繰越金等を充てることができる。

イ介護保険会計年度以前に、貴職(老人福祉法の定めにより、当該特
別養護老人ホームの変更の認可等の事務を所管する都道府県知事又は

指定都市の市長若しくは中核市の市長をいう。)から平成15年7月1

日老発第0701003号による改正前の本通知(以下「旧通知」という。)
による積立金の流用又は使用に関する承認を受けている場合は、その

範囲内の必要な経費に繰越金等を充てることができる。

(2)減価償却費の取扱い

前記(1)のアにより算出された平成Ⅱ年度末までの減価償却費の累
計額については、累計額と同額の現預金を他の現預金と区別し移行時減
価償却特別積立預金(以下「減価償却積立預金」という。)として計上

すること。ただし、資金不足が生じる場合は、資金不足が生じない範囲
内の額とする。

(3)施設における事務処理及び手続き

施設において、前記(1)及び(2)による処理を行った場合は、介

護保険制度ヘの移行時の会計処理として、指導指針に定められた会計処

理を行うとともに、介護保険会計年度に属する予算関係の計算書類を修
正又は補正し、介護保険会計年度の初日から起算して2か月以内に理事

会信平議員会を設置している法人にあっては、評議員会'とする。以下同

じ。)の承認を得ること。

4 積立金及び積立預金の取り崩しについて

(1)積立金及び積立預金は、当該施設を経営する社会福祉法人が次に掲げ

る事業を経営するために、当該事業の用に供する施設及び設備の整備並

びに用地の取得に要する経費並びに当該事業の運営に要する経費(ただ

し、旧社会福祉・医療事業団からの借入金(平成10年9月以前に借り入

イ生

(1)繰越金等の取扱い

繰越金等については、指定介護老人福祉施設としての事業を開始する
会計年度(以下「介護保険会計年度」という。)の初日をもって、指導

指針の第3に定める調整を行い、調整後の額を移行時特別積立金(以下
「積立金」、という。)として計上するとともに、積立金と同額の現預金

を他の現預金と区別し、移行時特別積立預金(以下「積立預金」という。)
として計上するとと。

また、調整に当たっては、次の事項に留意すること。
なお、積立預金は、預貯金など元本が保証される安全確実な方法にて、

施設ごとに管理すること。
ア繰越金等のうち、指導指針の第3に定める「移行時の減価償却の取

扱い」により、施設の開所時から平成Ⅱ年度末までの減価償却費の累

計額(当該累計額に対応する国庫補助金等の額を控除した額とする。
以下同じ。)を算出し、この経費に繰越金等を充てることができる。

イ介護保険会計年度以前に、貴職(老人福祉法の定めにより、当該特
別養護老入ホームの変更の認可等の事務を所管する都道府県知事又は

指定都市の長若しくは中核市の長をいう。)から平成15年7月1日老

発第0701003号による改正前の本通知(以下「旧通知」という。)によ
る積立金の流用又は使用に関する承認を受けている場合は、その範囲
内の必要な経費に繰越金等を充てることができる。

(2)減価償却費の取扱い
前記(1)のアにより算出された平成H年度末までの減価償却費の累

計額については、累計額と同額の現預金を他の現預金と区別し移行時減

価償却特別積立預金(以下「減価償却積立預金」という。)として計上
すること。ただし、資金不足が生じる場合は、資金不足が生じない範囲

内の額とする。

(3)施設における事務処理及び手続き

施設において、前記(1)及び(2)による処理を行った場合は、介
護保険制度ヘの移行時の会計処理として、指導指針に定められた会計処
理を行うとともに、介護保険会計年度に属する予算関係の計算書類を修
正又は補正し、介護保険会計年度の初日から起算して2か月以内に理事

会(評議員会を設置している法人にあっては、評議員会とする。以下同

じ。)の承認を得ること。

4 積立金及び積立預金の取り崩しについて

a)積立金及び積立預金は、当該施設を経営する社会福祉法人が次に掲げ
る_事業を経営するために、当該事業の用に供する施設及ぴ設備の整備並
びに用地の取得に要する経費並びに当該事業の運営に要する経費に充て
るときは、あらかじめ理事会の承認を得て取り崩すことができる。(た
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れたものに限る。)の繰上償還のための経費を除く。)に充てるときは、

0 '社会福祉法佃召和26年法律第妬号)第2条に規定する第1種社会福
祉事業及び第2種社会福祉事業

b 社会福祉法第26条第1項に規定する公益事業

(2)旧通知により、措置制度から介護保険制度ヘの移行時における当該指
定介護老人福祉施設の当初の運転資金(いわゆるつなぎ資金をいう。)
として必要な経費に積立金を流用したために、積立預金の額が積立金の
額を下回る場合には、前記(1)の取崩しは、あらかじめ積立金を積立

預金と同額まで取り崩した上で行わなければならない。

(3)前記(1)の運営に要する経費には、決算処理に当たって欠損金が
見込まれる場合の補填経費を含み、旧社会福祉・医療事業団からの借入

(平成10年9月以前に借り入れたものに限る。)の繰上償還のための

経費を含まない。

(4)積立金及び積立預金を有する社会福祉法人が国庫補助事業として老人

福祉施設等(社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費
国庫負担(補助)金交付要綱(平成3年Ⅱ月25日厚生省社第4四号厚生
事務次官通知の易1俳勵の第2の2の(3)に掲げる施設をいう。)を整

備しようとする際の国庫補助基準の算定に当たっては、別に定めるとこ
ろにより、総事業費から積立預金の額を差し引くものとする。

5 減価償却積立預、金の取扱いについて

当該施設において、減価償却積立預金を取り崩す必要が生じた場合は、
理事会の承認を得て、これを取り崩すことができる。

あらかじめ理事会の承認を得て取り崩すことができる。

第2 平成12年度以降における運用上の取扱い
1 対象施設について

対象となる施設は、特別養護老人ホームであって、介護保険法に定める
指定介護老人福祉施設の指定を受けた施設とする。

2 資金の運用について
指定施設サービス等に要する費用の額(以下「施設報酬」という。)は、

施設報酬を主たる財源とする施設の運営に要する経費など資金の使途につ
いては、原則として佑邨艮を設けない。ただし、指定介護老人福祉施設は、

老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであることから、指
定介護老人福祉施設に帰属する収入を次に掲げる経費に充てることはでき
なし、。

＼

(1)収益事業に要する経費

(2)当該特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人外ヘの資金の流出

(貸付を含む。)に属する経費

だし、旧社会福祉・医療事業団からの借入金(平成10年9月以前に借り

a 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福

祉事業及び第2種社会福祉事業

b 社会福祉法第26条第1項に規定する公益事業

(2)旧通知により、措置制度から介護保険制度ヘの移行時における当該指

定介護老人福祉施設の当初の運転資金(いわゆるつなぎ資金をいう。)
として必要な経費に積立金を流用したために、積立預金の額が積立金の
額を下回る場合には、前記(1)の取崩しは、あらかじめ積立金を積立

預金と同額まで取り崩した上で行わなければならない。

(3)前記(1)の運営に要する経費には、決算処理に当たって欠損金が
見込まれる場合の補填経費を含み、社会福祉・医療事業団からの借入金
(平成10年9月以前に借り入れたものに限る。)の繰上償還のための経

費を含まない。

(4)積立金及び積立預金を有する社会福祉法人が国庫補助事業として老人
福祉施設等(社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費

国庫負担(補助)金交付要綱(平成3年11月25日厚生省社第409号厚生

事務次官通知の卸絲助の第2の2の(3)に掲げる施設をいう。)を整
備しようとする際の国庫補助基準の算定に当たっては、別に定めるとこ
ろにより、総事業費から積立預金の額を差し引くものとする。

5 減価償却積立預金の取扱いについて
当該施設において、減価償却積立預金を取り崩す必要が生じた場合は、

理事会の承認を得てイこれを取り崩すことができる。

入れたものに限る。)の繰上償還のための経費を除く。)
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第2 平成12年度以降における運用上の取扱い
1 対象施設について

対象となる施設は、特別養護老人ホームであって、介護保険法に定める
指定介護老人福祉施設の指定を受けた施設とする。

2 資金の運用について

指定施設サービス等に要する費用の額(以下「施設報酬」という。)は、

施設報酬を主たる財源とする施設の運営に要する経費など資金の使途につ
いては、原則として制限を設けない。ただし、指定介護老人福祉施設は、
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであることから、指
定介護老人福祉施設に帰属する収入を次に掲げる経費に充てることはでき
なし、

(1)収益事業に要する経費

(2)当該特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人外ヘの資金の流出

(貸付を含む6)に属する経費

、



(3)高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費
3 運用上の留意事項について

(1)資金の繰入れ

施設報酬を.主たる財源とする資金の繰入れについては、健全な施設運
営を確保する観点から、当該指定介護老人福祉施設の事業活動資金収支
差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じ
ない範囲内において、他の社会福祉事業等又は公益事業ヘ資金を繰り入
れても差し支えない。

なお、当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第
23条に規定する居宅サービス等の事業ヘの。資金の繰入れについては、当
期末支払資金残高に資金不足が生じなし,、範囲内において、資金を繰り入
れても差し支えない。

(2)予算の弾力的運用

指定介護老人福祉施設の運営に要する経費の予算は、経営状況が把握
できるよう、人件費及び経費(移行時前の管理費及び事業費に相当する
勘定科助等に区分したところであるが、弾力的な予算執行の観点から、
当該指定介護老人福祉施設に係る経理規程又は会計処理規程など規程等
の定めにより、一定の手続を経て、予算の科目間(中区分までに限る。)
流用及び予備費の使用ができるものどする。

なお、適正な予算執行の観点から、予算額と決算見込額とに著しい差
異を生じることが見込まれる場合、又は予備費の額を超える支出が見込
まれる場合は、定款の定めに従い、あらかじめ予算を補正すること。

(3)資金の繰替使用

施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業等又は公益事業
若しくは収益事業ヘ一時繰替使用することは、差し支えない。ただし、
当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第23条に規

した資金は、当該年度内に補てんしなければならない。

(4)役員等の報酬
施設報酬を主たる財源とする法人役員及び評議員の報酬について、そ

の報酬が当該社会福祉法人の収支の状況からみてあまり多額になると、
実質的配当とみなされ、国民の信頼と期待を損なうぉそれがある。社会
福祉法人は、きわめて公共性の高い法人であることから、このような法
人に属する役員等の報酬が、社会的批判を受けるような高額又は多額な
ものであってはならない。

4 その他の事項

(1)適正な会計処理
ア指定介護老人福祉施設の会計は、その施設の経営状況を明らかにす

定する居宅サービス等の事業ヘ繰替使用した場合を除き、繰替えて使用

(3)高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費

3 運用上の留意事項について

(1)資金の繰入れ

施設報酬を主たる財源とする資金の繰入れについては、健全な施設運
営を確保する観点から、当該指定介護老人福祉施設の経常活動資金収支
差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じ
ない範囲内において、他の社会福祉事業等又は公益事業ヘ資金を繰り入
れても差し支えない。

なお、当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第
23条に規定する居宅サービス等の事業ヘの資金の繰入れについては、当

期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内において、資金を繰め入
れても差し支えない。

(2)予算の弾力的運用

指定介護老人福祉施設の運営に要する経費の予算は、経営状況が把握
できるよう、人件費及途経費(移行時前の管理費及び事業費に相当する
勘定科勵等に区分したところであるが、弾力的な予算執行の観点から、
当該指定介護老人福祉施設に係る経理規程又は会計処理規程など規程等
の定めにより、一定の手続を経て、予算の科目間(中区分までに限る。)

流用及び予備費の使用ができるものとする。
なお、適正な予算執行の観点から、予算額と決算見込額とに著しい差

異を生じることが見込まれる場合、又は予備費の額を超え.る支出が見込
まれる場合は、定款の定めに従い、あらかじめ予算を補正すること。

(3)資金の繰替使用
施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業等又は公益事業

若しくは収益事業ヘ一時繰替使用することは、差し支えない。ただし、'
繰替えて使用した資金は、当該年度内に補てんしなければならない。

(4)役員等の報酬
施設報酬を主たる財源とする法人役員及び評議員の報酬について、そ

の報酬が当該社会福祉法人の収支の状況からみてあまり多額になると、
実質的配当とみなされ、国民の信頼と期待を損なうぉそれがある。社会
福祉法人は、きわめて公共性の高い法人であることから、このような法
人に属する役員等の報酬が、社会的批判を受けるような高額叉は多額な
ものであってはならない。

4 その他の事項

(1)適正な会計処理
ア指定介護老人福祉施設の会計は、その施設の経営状況を明らかにす
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るため、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27

日雇児発0727第 1号、社援発0727第 1号、老発0727第 1号厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知。以下

を行うよう施設に対し指導すること。

イ各介護保険会計年度におけ、る事業活動収支及び資金収支は、長期的

かっ継続的な事業運営の確保に留意しつつ、収入、支出の均衡を図り、
当該指定介護老人福祉施設の健全な運営に必要な額以上の収支差額を

生じないようにすること。

(2)局長通知との関連

平成12年度以降の指定介護老人福祉施設の運営に当たっては、「社会

福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導につい

て」(平成i6年3月12日雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発

第0312001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長ゞ老
健局長連名通知。以下「局長通知」という。)及びこれに関連する通

知は、適用されない。
なお、老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームについては、

「会計基準」という。)及び関連する通知に基づいた適正な会計処理

原則として局長通知及びこれに関連する通知は適用されず、その運用上

第3 その他の取扱い

の取扱いは、第2に準じて取り扱うものとする。

王その他の指定居宅サービス事業笠の取扱い
社会福祉法人が行う指定居宅サービス事業笠の実施に当たっては、第2

に準じて取り扱うものとする。

るため、指導指針に基づいた適正な会計処理を行うよう施設に対し指
導すること。

2 移行期間の暫定的な取扱い

イ各介護保険会計年度における事業活動収支及ぴ資金収支は、長期的
かつ継続的な事業運営の確保に留意しつつ、収入、支出の均衡を図り、
当該指定介護老人福祉施設の健全な運営に必要な額以上の収支差額を
生じないようにすること。

(2)局長通知との関連

平成12年度以降の指定介護老人福祉施設の運営に当たっては、「社会
福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導につい

て」(平成16年3月12日雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発

第0312001号厚生労働省雇用均等・・児童家庭局長、社会・援護局長、老

健局長連名通知)(以下「局長通知」という。)及びこれに関連する通
知は、適用されない。

平成24年度から平成26年度まで(移行期間).において会計基準ヘ移行し
ていない社会福祉法人については、事業活動資金収支差額は、従前の経常

活動資金収支差額と読み替えるものとする。

第3
1

その他の取扱い

特定施設入所者生活介護に関する取扱い

(1)老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームであって、介護保険

法第70条第1項の規定により特定施設入所者生活介護に係る指定居宅サ

ービス事業者の指定を受けた施設については、原則として局長通知及ぴ

(2)平成12年度以降における運用上の取扱いは、第2に準じて取り扱うも

これに関連する通知は、適用されない。

のとする。

6.

その他の指定居宅サービス事業の取扱い

社会福祉法人が行う特定施設入所者生活介護事業以外の社会福祉法に定

める社会福祉事業に該当する指定居宅サービス事業の実施に当たっては、

第2に準じて取り扱うものとする。

5
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(改正後全文)

各

都道府県知事

指定都市市長

中核市市長

平成 1、2年3月1 0日

老発第188号

平成15年7月1旧

老発第0701003号

平成16年3月12日

老発第0 3 12 0 0 2 号

平成19年3月30日

老発第0330007号

平成2 4年3月2 9日

老発0329第3号

殿

最終改正

標言己については、平成12年4月1日から介護保険制度が実施されると

ととなり、特別養護老人ホーム等においては現行の措置費から介護報酬に

移行されることに伴い、平成Ⅱ年度末時点における繰越金及び引当金並び

に平成12年度以降における運営費等について、次のように取り扱うことと

したので、了知の上、貴管下関係機関及び各施設に対し周知徹底を図ると

ともに、'その取扱いに当たって遺憾のないよう指導願いたい。

なお、本件の取扱いについては、社会・援護局と協議済であることを念

のため、申し添える。

特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について

厚生省老人保健福祉局長

L、



第1

1

平成H年度末時点において生じた繰越金等の取扱い

対象施設について

対象となる施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の

5に規定する特別養護老人ホームであって、平成Ⅱ年度末までに開所

した施設とする。

2 対象経費について

対象となる経費は、「社会福祉法人経理規程準貝山(昭和51年1月

31日付社施第25号社会局長・児童家庭局長連名通知の別紙1)第35条

に定める平成Ⅱ年度決算報告書の当該特別養護老人ホームに属する施

設会計貸借対照表中、繰越金(前期繰越金及び当期繰越金をいう。)

及び引当金(人件費引当金、修繕引当金及び備品等購入引当金をい

う。)(以下「繰越金等」という。)とする。

3 繰越金等に関する取扱いについて

繰越金等の一部については、長期的に安定した事業運営を確保する

ため、将来発生が見込まれる経費に対処する財源として引き当てられ

てぃたことも考慮し、次の取扱いによること。

なお、移行時の具体的な会計処理については、「指定介護老人福祉

施設等会計処理等取扱指導指針」(平成12年3月10日付老計第8号老

人福祉計画課長通知。以下'「指導指針」という。)の第3 により行う

ものとする。

(1)繰越金等の取扱い

繰越金等については、指定介護老人福祉施設としての事業を開始

する会計年度(以下「介護保険会計年度」という。)の初日をもっ

て、指導指針の第3に定める調整を行い、調整後の額を移行時特別

積立金(以下「積立金」という。)として計上するとともに、積立

金と同額の現預金を他の現預金と区別し、移行時特別積立預金(以

下「積立預金」という。)として計上すること。

また、調整に当たっては、次の事項に留意すること。



'

なお、積立預金は、預貯金など元本が保証される安全確実な方法

にて、施設ごとに管理すること。

ア繰越金等のうち、指導指針の第3に定める「移行時の減価償却

の取扱い」により、施設の開所時から平成Ⅱ年度末までの減価償

却費の累計額(当該累計額に対応する国庫補助金等の額を控除し

た額とする。以下同じ。)を算出し、この経費に繰越金等を充て

ることができる。

イ介護保険会計年度以前に、貴職(老人福祉法の定めにより、当

該特別養護老人ホームの変更の認可等の事務を所管する都道府県

知事又は指定都市の市長若しくは中核市の市長をいう。)から平

成15年7月1日老発第0.701003号による改正前の本通知(以下Π日

通知」という。)による積立金の流用又は使用に関する承認を受

けている場合は、その範囲内の必要な経費に繰越金等を充てるこ

どができる。

(2)'減価償却費の取扱い

前記(1)のアにより算出された平成Ⅱ年度末までの減価償却費

の累計額については、累計額.と同額の現預金を他の現預金と区別し

移行時減価償却特別積立預金(以下「減価償却積立預金」という。)

として計上すること。ただし、資金不足が生じる場合は、資金不足
ι

が生じない範囲内の額とする。

(3)施設における事務処理及び手続き

施設において、前記(1)及び(2)による処理を行った場合は、

介護保険制度ヘの移行時の会計処理として、指導指針に定められた

会計処理を行うとともに、介護保険会計年度に属する予算関係の計

算書類を修正又は補正し、介護保険会計年度の初日から起算して2

か月以内に理事会信平議員会を設置している法人にあっては、評議

員会とする。以下同じ。)の承認を得るとと。

4 積立金及び積立預金の取り崩しについて

(1)積立金及び積立預金は、.当・該施設を経営する社会福祉法人が次に



掲げる事業を経営するために、当該事業の用に供する施設及び設備

の整備並びに用地の取得に要する経費並びに当該事業の運営に要す

る経費(ただし、旧社会福祉・医療事業団からの借入金(平成10年

9月以前に借り入れたものに限る。)の繰上償還のための経費を除

く。)に充てるときは、あらかじめ理事会の承認を得て取り崩すこ

とができる。

a 社会福祉法(昭和26年法律第45号)・第2条に規定する第1種社

会福祉事業及び第2種社会福祉事業

b 社会福祉法第26条第1項に規定する公益事業

(2)旧通知により、措置制度から介護保険制度ヘの移行時における当

該指定介護老人福祉施設の当初の運転資金(いわゆるつなぎ資金を

いう。)として必要な経費に積立金を流用したために、積立預金の

額が積立金の額を下回る場合には、前記(1)の取崩しは、あらか

じめ積立金を積立預金と同額ま.で取り崩した上で行わなければなら

ない

(3)前記(1)の運営に要する経費には、決算処理に当たって欠.損金

が見込まれる場合の補填経費を含み、旧社会福祉・医療事業団から

の借入金(平成10年9月以前、に借り入れたものに限る。)の繰上償

還のための経費を含まない。

(4)積立金及び積立預金を有する社会福祉法人が国庫補助事業として

老人福祉施設等(社会.福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設

備整備費国庫負担(ネ甫助)金交付要綱(平成3年Ⅱ月25日厚生省社

第4四号厚生事務次官通知の呂1絲勵の第2の 2の(3)に掲げる施

設をいう。)を整備しようとする際の国庫補助基準の算定に当たっ

ては、別に定めるところにより、総事業費から積立預金の額を差し

引くものとする。

ノ'

5 減価償却積立預金の取扱いについて

当該施設において、減価償却積立預金を取り崩す必要が生じた場合

は、理事会の承認を得て、これを取り崩すことができる。
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第2 平成12年度以降における運用上の取扱い

1 対象施設について

対象となる施設は、特別養護老人ホームであって、介護保険法に定

める指定介護老人福祉施設の指定を受けた施設とする。

2 資金の運用について

指定施設サービス等に要する費用の額(以下「施設報酬」という。)

は、施設報酬を主たる財源とする施設の運営に要す,る経費など資金の

使途については、原則として御邱艮を設けない。ただし、指定介護老人

福祉施設は、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームで

あることから、指定介護老人福祉施設に帰属する収入を次に掲げる経

費に充てることはできない。

(1)収益事業に要する経費

(2)当該特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人外ヘの資金の流

出(貸付を含む。)に属する経費

(3)高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費

3 運用上の留意事項について

(1)資金の繰入れ

施設報酬を主たる財源とする資金の繰入れについては、健全な施

設運営を確保する観点から、当該指定介護老人福祉施設,の事業活動

資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収,支差額合計に資

金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業等又は公益事

業ヘ資金を繰り入れても差し支えない。

なお、当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険

法第23条に規定する居宅サービス等の事業ヘの資金の繰入れについ

ては、当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内において、

資金を繰り入れても、差し支えない。

(2)予算の弾力的運用

指定介護老人福祉施設の運営に要する経費の予算は、経営状況が

把握できるよう、人件費及び経費(移行時前の管理費及び事業費に



相当する勘定科勵等に区分したところであるが、弾力的な予算執

行の観点から、当該指定介護老人福祉施設に係る経理規程又は会計

処理規程など規程等の定めにより、一定の手続を経て、予算の科目

間(中区分までに限る。、)流用及び予備費の使用ができるものとす

る。

なお、適正な予算執行の観点から、予算額と'決算見込額とに著し

い差異を生じるととが見込まれる場合、又は予備費の額を超える支

出が見込まれる場合は、定款の定めに従い、あらかじめ予算を補正

するとと。

(3)資金の繰替使用

施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業等又は公益

事業若しくは収益事業ヘ一時繰替使用することは、差し支えない。

ただし、当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険

法第23条に規定する居宅サービス等の事業ヘ繰替使用した場,合を除

き、繰替,えて使用した資金は、当該年度内に補てんしなければなら

なし＼。

(4)役員等の報酬

施設報酬を主たる財源とする法人役員及び評議員の報酬につい

て、その報酬が当該社会福祉法人の収支の状況からみてあまり多額に

なると、実質的配当とみなされ、国民の信頼と期待を損なうぉそれが

ある。社会福祉法人は、きわめて公共性の高い法人であることから、

このような法人に属する役員等の報酬が、社会的批判を受けるような

高額又は多額なものであってはならない。

.

4 その他の事項

(1)適正な会計処理

ア指定介護老人福祉施設の会計は、その施設の経営状況を明らか

にするため、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23

年7月27日雇児発、0727第 1 号、社援発0727第 1 号、老発0727第 1

号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、・社会・援護局長、老健局
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長連名通知。以下「会計基準」という。)及び関連する通知に基

づいた適正な会計処理を行うよう施設に対し指導すること。

イ各介護保険会計年度における事業活動収支及び資金収支は、長

期的かつ継続的な事業運営の確保に留意しつつ、収入、支出の均

衡を図り、当該指定介護老人福祉施設の健全な運営に必要な額以

上の収支差額を生じないようにすること。

(2)局長通知との関連

平成12年度以降の指定介護老人福祉施設の運営に当たっては、「社

会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導

について」(平成16年3月12日雇児発第0312001号、社援発第

0312001号、老発第0312001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、

社会・援護局長L 老健局長連名通知。以下「局長通知」という。)

及びこれに関連する通知は、適用されない。

なお、老人福祉法第20条の6 に規定する軽費老人ホームについて

は、原則として局長通知及びこれに関連する通知は適用されず、そ

の運用上の取扱いは、第2に準じて取り扱うものとする。

第3

1

その他の取扱い

その他の指定居宅サービス事業等の取扱い

社会福祉法人が行う指定居宅サービス事業等の実施に当たっては、

第2 に準じて取り扱うものとする。

2 移行期間の暫定的な取扱い

平成24年度から平成26年度まで(移行期間)において会計基準ヘ移

行していない社会福祉法人については,、事業活動資金収支差額は、従

前の経常活動資金収支差額と読み替えるものとする。


